
進路だより
愛知県公立高等学校入学者選抜時に

及び「東海地震に関連する情報」が発表された場合

「警戒宣言」が発令された場合の措置について(通知)
愛知県教育委員会教育長

１ 気象庁から東海地震に関連する情報として「東海地震予知情報」が発表された場合又は内閣総理大

臣から大規模地震対策措置法による「警戒宣言」が発令された場合、高等学校長等所属長は、愛知県

公立高等学校入学者選抜に関する一切の業務（以下「入学者選抜業務」という）を速やかに停止する。

２ 入学者選抜業務を停止した場合の当該業務の再開については、愛知県教育委員会、名古屋市教育

委員会又は豊橋市教育委員会の指示に従う。

３ 学力検査、面接、特別検査、作文等実施中に「東海地震注意情報」若しくは「東海地震予知情報」が

発表された場合又は「警戒宣言」が発令された場合の受検者及び付添者の安全確保については、別

紙「学力検査、面接、特別検査、作文実施中に、『東海地震注意報』若しくは『東海地震予知情報』が

発表された場合又は『警戒宣言』が発令された場合の措置について」によるもののほか、必要な事項に

ついては高等学校長が定める。

４ 気象庁から東海地震に関する情報として「東海地震観測情報」が発表された場合は、その後の情報

の発表に注意し、予定された入学者選抜業務を実施する。

－－－ 別紙 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

学力検査、面接、特別検査、作文実施中に、

「東海地震注意報」若しくは「東海地震予知情報」が発表された場合

又は「警戒宣言」が発令された場合の措置について

高等学校長は受検者等の安全を確保するため、次に示す事項に留意し、地震防災応急計画及び地震

防災計画（自校の地震マニュアル等）に準じて、具体的な対策を立てる。

１ 教職員に対して、業務分担を明確にするとともに、当日の措置について周知徹底をはかる。

２ 受検者に対する措置

( ) 検査室等において学力検査、面接、特別検査、作文等を停止する場合の指示事項1
ア 東海地震関連情報の伝達

イ 検査停止の宣言

ウ 検査停止後の受検者の具体的行動

※（放送等による指示例・・・・・略 裏面に掲載したある高校の推薦入試時の例を参照）

( ) 受検者の下校等2
自校の地震防災応急計画及び地震防災計画（地震対策マニュアル）に準じて、受検者を下校させ

る。事情により下校できない受検者にあっては学校内の安全な場所で待機させる。

( ) 上記( )以外の指示事項及び( )以外の対応については高等学校長が適宜定める。3 1 2
３ 付添者に対する措置（略）

４ その他

( )( )・・略1 2
( ) 中学校との連絡調整3

受検者の安全確保のため、その他必要な事項は関係中学校と連絡調整する。
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以下は、推薦入試実施時におけるある高等学校の対応例です。

明日以降、実施される （全日制推薦入試、全日制一般入試、通信制前期公立高等学校のすべての入試

で、地震又はその情報により入試、定時制入試、全日制二次選抜、定時制二次選抜、通信制後期選抜）

入試が中止され帰宅の指示を受けて帰宅した場合には、中学校から帰宅確認の連絡があるまで待機して

。その際の入試業務の再開について（日程など）は後日、中学校を通じて連絡します。ください


